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令 和 ６ 年 ９ 月 ４ 日 

練馬区教育委員会事務局 

教育振興部保健給食課 

 

練馬区学校給食調理業務委託に係るプロポーザル募集要領 

 

１ 目的 

  本要領は、「練馬区学校給食調理業務委託」に係る最適な事業者を、価格のみによる競争によ

らず、企画力、技術力、提案能力、費用対効果等の総合的観点からプロポーザル（事業提案）

方式で選定するにあたって、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務概要 

 ⑴ 件  名  練馬区学校給食調理業務委託 

 ⑵ 履行期間  令和７年４月１日から令和８年３月 31日まで 

※ 単年度契約であるが、業務を良好な成績で履行したと認められたときは、

２回を限度として、引き続き１年単位で契約を更新する。（初年度を含

めて３年間。ただし、状況の変化等により契約内容に大きな変更が生じ

うる場合は、更新できない場合もある。） 

 ⑶ 業務内容  調理作業、配缶・運搬、食器洗浄・消毒、その他調理に付随する作業 

         詳細は、「練馬区学校給食調理業務委託仕様書」（資料１-１）、「練馬区学校給

食調理業務委託共通仕様書」（資料１-２）による。 

⑷ 委託対象校（所在地） 

【単独調理校】 

① 南が丘小学校      （練馬区南田中 2-13-1） 

② 豊玉東小学校      （練馬区豊玉北 1-16-1） 

③ 中村小学校       （練馬区中村 2-8-1） 

④ 開進第四小学校     （練馬区羽沢 2-33-1） 

⑤ 北町小学校       （練馬区北町 1-14-11） 

⑥ 練馬小学校       （練馬区春日町 6-11-36） 

⑦ 豊溪小学校       （練馬区土支田 3-26-28） 

⑧ 春日小学校       （練馬区春日町 5-12-1） 

⑨ 光が丘四季の香小学校  （練馬区高松 5-24-1） 

⑩ 光が丘秋の陽小学校   （練馬区光が丘 2-1-1） 

⑪ 上石神井北小学校    （練馬区石神井台 5-1-32） 

⑫ 光和小学校       （練馬区石神井町 2-16-34） 

⑬ 北原小学校       （練馬区谷原 4-9-1） 

⑭ 関町小学校       （練馬区関町北 3-23-34） 

⑮ 大泉第二小学校     （練馬区南大泉 4-29-11） 

⑯ 大泉第三小学校     （練馬区大泉学園町 3-22-1） 

⑰ 大泉西小学校      （練馬区西大泉 4-25-1） 

⑱ 南田中小学校      （練馬区南田中 5-15-37） 

⑲ 北町中学校       （練馬区北町 3-1-34） 
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⑳ 貫井中学校       （練馬区貫井 2-14-13） 

㉑ 石神井西中学校     （練馬区関町南 3-10-3） 

㉒ 谷原中学校       （練馬区谷原 4-10-5） 

㉓ 大泉中学校       （練馬区東大泉 4-27-35） 

㉔ 大泉学園中学校     （練馬区大泉学園町 4-17-32） 

㉕ 八坂中学校       （練馬区土支田 4-47-21） 

※ ①は新規、②～㉕は再選定。 

【親子調理校】 

（親子調理方式は子校分も併せて調理し、子校へ配送し所定の各階配膳場所へ配缶する。） 

① 旭丘小学校（親）      （練馬区旭丘 2-21-1） 

旭丘中学校（子）     （練馬区旭丘 2-40-1） 

② 豊玉南小学校（親）    （練馬区豊玉南 2-14-1） 

豊玉第二小学校（子）   （練馬区豊玉上 2-16-1） 

③ 旭町小学校（親）     (練馬区旭町 2-29-1） 

豊渓中学校（子）     (練馬区旭町 3-5-10） 

④ 光が丘春の風小学校（親） (練馬区光が丘 7-2-1） 

光が丘第二中学校（子）  (練馬区光が丘 7-1-1） 

⑤ 光が丘第三中学校（親）  (練馬区光が丘 3-2-1） 

光が丘夏の雲小学校（子） (練馬区光が丘 3-6-1） 

  ⑥ 小中一貫教育校大泉桜学園（練馬区大泉学園町 9-2-2） 

※ ①～⑥ともに再選定。 

 ⑸ 概算経費  

下表のとおり 

学校名 
概算経費 

（消費税込み） 

南が丘小学校 23,486,100円 

豊玉東小学校 23,508,100円 

中村小学校 40,170,900円 

開進第四小学校 28,648,400円 

北町小学校 33,928,400円 

練馬小学校 26,535,300円 

豊渓小学校 28,712,200円 

春日小学校 23,443,200円 

光が丘四季の香小学校 26,556,200円 

光が丘秋の陽小学校 23,486,100円 

上石神井北小学校 37,486,900円 

光和小学校 37,444,000円 

北原小学校 33,756,800円 

関町小学校 33,821,700円 

大泉第二小学校 33,842,600円 

大泉第三小学校 28,712,200円 
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大泉西小学校 26,406,600円 

南田中小学校 26,384,600円 

北町中学校 26,182,200円 

貫井中学校 26,265,800円 

石神井西中学校 33,401,500円 

谷原中学校 28,398,700円 

大泉中学校 37,008,400円 

大泉学園中学校 26,307,600円 

八坂中学校 21,056,200円 

旭丘小学校（旭丘中学校） 40,013,600円 

豊玉南小学校（豊玉第二小学校） 51,999,200円 

旭町小学校（豊渓中学校） 40,099,400円 

光が丘春の風小学校（光が丘第二中学校） 52,063,000円 

光が丘第三中学校（光が丘夏の雲小学校） 54,214,600円 

小中一貫教育校大泉桜学園 28,712,200円 

※ 各校の詳細は、「受託金額算定条件資料」（資料２）による。 

       概算経費を超えた見積価格の提案は無効とする。 

     ※ 概算経費については、予算審議前のため、額が変動する場合がある。また、令和

７年第一回練馬区議会定例会において、令和７年度予算が成立し、配当されたと

きに効力を生じるものとする。 

 

３ 参加資格 

  参加資格はつぎのとおりとする。 

 ⑴ 基本的事項 

① 学校教育および学校給食に深い理解を有し、学校運営に協力的であること。 

② 原則として東京電子自治体共同運営電子調達により、練馬区を対象自治体として病院給

食・学校給食を営業種目として参加資格登録を行っていること。 

③ 東京都内に本社または支社、営業所を有すること。 

 ⑵ 実績 

① 法人として、集団給食事業の受託実績があること。 

なお、法人としての受託実績がない場合は、常時勤務する従事者のうち業務責任者を含

む複数名が集団給食事業の実務経験を有すること。 

※ 実務経験とは、３年以上の実務経験があることをいう。ただし、業務責任者１名は５年

以上の実務経験を有すること。 

 ⑶ 社員（調理員）の配置 

  ① 人員配置体制が明確になっていること。 

② 業務責任者および業務副責任者の資格・資質が明確になっていること。 

⑷ 安全衛生管理 

① 安全衛生管理体制が整備されていること。 

② 社員に対する安全衛生管理の徹底および調理技術の向上を目的とした教育研修が定期

的・継続的に行われていること。 
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③ 新規に委託する学校および募集開始日現在に受託している学校のほかに参加申込を希望

する事業者については、募集開始日から過去３か年間、安全衛生管理上重大な事故を起

こしていないこと。ただし、新規に設立した法人の場合は、この限りでない。 

  ④ 募集開始日現在に受託している学校に再度、参加申込を希望する事業者については、当

該校において安全衛生管理上重大な事故を起こしていないこと。 

※ 【安全衛生管理上重大な事故】学校給食調理業務において、事業者の責めに帰すべき

事由によって食中毒により行政処分を受けた事故など 

  ⑸ 業務履行能力 

① 練馬区が定める「練馬区学校給食衛生管理基準」を遵守した受託者の基準に基づき、業

務を継続して履行する能力があること。 

② 突発的な事故等に対し、法人の応援体制を含め、十分に対応できる能力を有しているこ

と。 

③ 社員の出勤に支障が生じた場合の応援体制が確立していること。 

 

４ 欠格条項 

  つぎのいずれかに該当する場合は、本件プロポーザルに参加できない。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項（同令第 167条の 11第 1

項において準用する場合を含む。）の規定に該当する者 

 ⑵ 提案書提出時において、「練馬区競争入札参加有資格者指名停止基準」（昭和 61年 4月 1日

練総経発第 394号）における指名停止期間中である者 

 ⑶ 「練馬区契約における暴力団等排除措置要綱」（平成 22年 8月 2日 22練総経第 335号）に

よる入札参加除外措置期間中である者 

 ⑷ 法人事業税（特別法人事業税を含む。）、法人税、消費税および地方消費税を滞納している 

  者 

 ⑸ 経営不振の状態（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第１項に基づき更正手続

開始の申立てをしたとき、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条第 1 項に基づき再

生手続開始の申立てをしたとき、手形または小切手が不渡りになったとき等。ただし、区が

経営不振の状況を脱したと認めた場合を除く。）にある者 

 

５ 選定方法 

５－１ 日程（予定） 

プロポーザル参加受付期間 令和６年９月４日～９月 11日 午後５時 

質問受付期間 令和６年９月４日～９月 11日 午後５時 

質問回答日 令和６年９月 18日 

提案書類受付期限 令和６年 10月４日 午後５時 

一次審査 令和６年 10月上旬 

一次審査結果通知 令和６年 10月中旬 

二次審査 令和６年 11月 11日 

二次審査結果通知 令和６年 12月下旬 

５－２ 応募方法 

   参加を希望する場合は、「プロポーザル参加申込書」（様式１）を下記担当までメールまた
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はＦＡＸで提出すること。 

 提出期限：令和６年９月 11日（水）午後５時 

５－３ 質問回答 

   本募集要項に関する質問については、質問票（様式２）により、下記担当までメールまた

はＦＡＸで提出すること。 

⑴  質問期限：令和６年９月 11日（水）午後５時 

⑵  質問回答：令和６年９月 18日（水）までに、質問者名を伏したうえで、全ての参加希

望者に対し郵送で回答する。その際に「給食室配置図」および「練馬区学校給食衛生管

理基準」を合わせて送付する。 

５－４ 提案書類の提出 

  ⑴ 提出書類 

会社経歴書 会社概要  

会社組織図 全体と本件担当部署が分かるもの  

事業者調書・企画提案書 事業者調書： 

様式指定（レイアウト変更可） 

企画提案書： 

 項目指定、様式自由、25枚以内 

様式３ 

決算報告書（財務諸表） 直近のもの  

見積書 ※ 様式指定  様式４ 

※ 対象校別に委託事業者を選定する。特定の学校または複数校（全校を含む。）への応募

は可能であるが、複数校を応募する場合には、見積書に「希望順位」を付すこと。 

※ 複数の事業者による共同体で応募する場合は、その構成員の事業者は、同じ学校に応

募できない。 

⑵ 作成方法 

全てＡ４判縦の用紙に横書き・両面で作成し、企画提案書は 25枚(50ページ)以内とす

ること。⑴の順に通し番号をページ下中央に記載し、左側に綴じ穴用に余白を設けること。 

なお、ビニール表紙、フラットファイル、バインダー、ステープラー等での製本はしな

いこと。（クリップ留めは可） 

※ 上記以外の書類を提出した場合は、審査対象としない。 

※ 様式はホームページからダウンロードすること。（必ず今回のものを使用すること。） 

※ 写真および図の挿入も可とする。 

 ⑶ 提出部数 

     12部 

⑷ 提出期限・提出先 

     提出期限：令和６年 10月４日（金）午後５時（必着） 

     提 出 先：練馬区教育委員会事務局教育振興部保健給食課給食調理係まで、直接持参す

ること。 

※ 理由の如何に係わらず、提出期限を過ぎた場合は受け付けない。 

  ※ 提出期限以降における提出書類の差替えおよび再提出は認めない。 

    ⑸ 追加資料の提出 

区が必要と認めた場合は、追加資料の提出を依頼することがある。 



 

- 6 - 

６ 審査方法 

 ⑴ 一次審査 

   練馬区学校給食調理業務民間委託業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、

提案書その他提出書類の書面審査により、評価点が６割以上の上位 15者の事業者を一次審査

通過者として選定する。 

一次審査結果の通知は令和６年 10月中旬を予定している。 

⑵ 二次審査 

一次審査通過者について、１事業者につき 15分程度、事業者による提案書説明（プレゼン

テーション）および審査員による質疑（ヒアリング）を行う。 

実施日は令和６年 11月 11日（月）を予定している。 

⑶ 審査結果 

選定委員会において、提案書その他提出書類、プレゼンテーション・ヒアリングの内容、

見積等の総合的な評価により、委託対象校ごとに食数・配置等を考慮して受託候補者を決定

する。 

受託候補者の決定は令和６年 12月下旬を予定している。 

 ⑷ 受託制限 

現在受託している学校を除き、新たに受託できる学校は１事業者最大２校とする。 

 

７ 評価項目・評価基準 

評価項目・評価基準については下表のとおり 

⑴ 一次審査 

評価項目 評価基準 

事業者の安定性・継続性 

・資金力の有無 

・事業効率の状況 

・経営の安定性 

業務実績 ・東京都内小中学校での実績 

区内事業者である ・区内に本店を有する 

区民雇用の促進 ・区民雇用の状況 

受託への意欲・熱意等 
・受託への意欲・熱意、独自の取組 

・学校との関わりおよび食育への理解 

安全・衛生管理 

・区の仕様に基づく安全・衛生管理 

・従事者の健康管理 

・事故防止の方策 

・巡回指導の方策 

実施体制 

・従事者の資格・人員配置等 

・調理技術向上のための方策 

・研修計画・体制 

・現場への指導・教育体制 

非常時の体制 
・従事者が出勤できない場合の応援体制 

・事故・感染症等発生時の体制 
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⑵ 二次審査 

評価項目 評価基準 

受託への意欲・熱意等 ・受託への意欲・熱意、独自の取組、学校との関

わりおよび食育への理解 

安全・衛生管理 ・区の仕様に基づく安全・衛生管理 

実施体制 ・研修・教育・現場指導体制、非常時の体制等 

プレゼンテーション・ヒアリング ・説明・受け答えの的確性・説得力 

見積価格 ・見積価格の妥当性、概算経費との比較 

受託実績 ・希望校における受託実績 

区内事業者である ・区内に本店を有する 

区民雇用の促進 ・区民雇用の状況 

業務実績 ・東京都内小中学校での実績 

 

８ 受託候補者との協議 

受託候補者と区との協議により、委託業務の詳細な内容を決定する。 

受託候補が本件の契約を辞退した場合および契約締結前に、練馬区から指名停止措置を受け

るなどにより参加資格を失った場合、または虚偽の提案を行ったことが判明した場合、当該事

業者を失格とし、審査結果が次順位のものを新たに受託候補者として選定することができる。 

 

９ 応募書類・審査に関する情報公開 

  「プロポーザル方式による事業者選定情報に係る情報公開基準」（資料３）に準ずる。なお、

審査内容、選定理由についての個別の問合せには回答しない。 

 

10 その他事項 

⑴ 提出書類の作成、提出等、企画提案に係る費用は提案者の負担とする。 

 ⑵ 提出された書類は返却しない。区の所定の保存年限経過後に廃棄する。 

⑶ 審査書類提出から契約締結までの間に欠格条項に該当することとなった場合は、その時点

で失格とする。 

 ⑷ 提出された提案書類等に虚偽の記載をした場合は、無効の扱いとするとともに、虚偽の記

載をした提案者に対し、指名停止の措置を行うことがある。 

 ⑸ 応募後に辞退するときは、速やかに書面（任意様式）により、提出すること。 

⑹ 本件にかかる予算が成立しない場合、区は契約を締結しない、または解除することができ

る。なお、これに伴う提案者の損失について、区は損害賠償の責を負わないものとする。 

⑺ 本要項に定めのない事項および本要項に疑義が生じた場合は、協議により定める。 

 

問合せ・提出先 

     〒176-8501 東京都練馬区豊玉北６－12－１ 

     練馬区教育委員会事務局教育振興部保健給食課給食調理係 担当 佐藤・藤野 

     電 話：０３－５９８４－５６９４ 

     ＦＡＸ：０３－５９８４－１２２１ 

     e-mail：HOKENQSYOKU@city.nerima.tokyo.jp 


